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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
米
軍
の
武
器
輸
送
と
日
本
人
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 
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三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
米
軍
の
武
器
輸
送
と
日
本
人
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

日
本
国
有
鉄
道
及
び
地
方
鉄
道
、
軌
道 

1 

日
本
国
有
鉄
道
及
び
地
方
鉄
道
、
軌
道
が
、
米
軍
の
武
器
輸
送
を
す
る
の
は
、
運
送
契
約
に
よ
る
。 

2 

日
本
国
有
鉄
道
及
び
地
方
鉄
道
、
軌
道
は
、
貨
物
運
送
引
受
の
義
務
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。 

3 

日
本
国
有
鉄
道
及
び
地
方
鉄
道
、
軌
道
の
職
員
は
、
運
送
契
約
に
基
ず
く
輸
送
業
務
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。 

二 

自
動
車
運
送
事
業
及
び
通
運
事
業 

1 

一
般
貨
物
の
取
扱
い
と
同
様
で
あ
る
。 

三 

海
運 

1 

商
船
管
理
委
員
会
所
属
船
舶
、
あ
る
い
は
一
部
の
日
本
船
舶
が
米
軍
の
武
器
輸
送
に
従
つ
て
い
る
の
は
、
用
船
契
約 



3 

従
つ
て
船
員
は
、
米
軍
の
占
領
目
的
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
、
又
法
律
上
の
義
務
も
な 

い
。 

2 

船
員
の
雇
傭
関
係
に
つ
い
て
は
、
雇
傭
の
相
手
方
は
商
船
管
理
委
員
会
、
船
主
協
会
さ
ん
下
の
船
主
あ
る
い
は
特
別
調

達
庁
で
あ
り
、
何
れ
の
場
合
を
問
わ
ず
船
員
個
人
は
、
こ
の
雇
傭
契
約
に
基
い
て
自
由
意
思
に
よ
つ
て
参
加
し
て
い 

る
。 

、

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
人
船
員
が
当
該
輸
送
に
従
事
す
る
に
当
つ
て
は
、
米
政
府
に
よ
つ
て
諸
手
当
等
が
保
障
さ
れ

て
お
り
、
終
戰
後
の
わ
が
国
復
興
に
対
す
る
米
国
の
好
意
に
対
し
て
も
、
道
義
上
積
極
的
に
協
力
す
べ
き
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

に
よ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

、 
 

四 

 




